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地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 令和６年度計画 

(計画期間：令和６年４月１日～令和７年３月 31日) 

 

第１ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

１ 好生館が担うべき医療の提供及び医療水準の向上 

佐賀県医療センター好生館は、歴史と伝統を尊重し、県民のために、佐賀県に

おける中核的医療機関として、地域の医療機関との連携・役割分担のもと、県民

に必要とされる良質で高度な医療を着実に提供し向上させるとともに、スタッフ

の確保・育成と働きやすい職場環境作りを推進し、患者・家族への思いやりを大

切にして、わが国でも有数の模範となる医療機関を目指す。 

 

（１） 好生館が担うべき医療の提供 

① 高度・専門医療の提供 

本県における中核的医療機関として、好生館に求められる以下の高度・専

門医療を提供する。 

 

（救急医療） 

・ 救命救急センター、外傷センター、脳卒中センター、ハートセンターを

始めとした救急受入体制を 24 時間 365 日運用し、傷病者の状態に応じた

適切な救急医療を提供する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

受入救急車台数 3,300 台 

救急患者数 13,500 人 

 

・ ドクターヘリについては、基地病院（佐賀大学病院)と連携し、有効に運

用する。 

・ 適切かつ円滑な救急医療提供のため、連携医療機関への広報活動を通し

て、循環器ホットライン、整形外科外傷ホットライン、脳卒中センターホ

ットラインの周知を図る。 

 

（循環器医療） 

・ 県内における循環器医療の拠点の一つとして、ハートセンターを中心に

専門性の高い医療の提供を継続する。 

・ 血管造影室、ハイブリッド手術室をより有効に活用する。 



2 

 

・ 心臓カテーテル治療件数を維持する。 

・ アブレーション治療体制を強化する。 

・ 大血管ステント治療を継続する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

心臓カテーテル治療数 300 件 

アブレーション治療数 200 件 

大血管ステント治療数 20 件 

 

・ リハビリテーション専門医の指導のもと、早期急性期リハビリテーショ

ンのさらなる充実を図る。 

 

（がん医療） 

・ がん医療において九州国際重粒子線がん治療センター（サガハイマット 

との連携を継続する。 

・ がん地域連携パスを運用する。 

（肺、肝臓、胃、大腸、食道、前立腺） 

・ がんリハビリテーションを継続して実施する。 

・ がん相談支援センター、がん看護外来、各種がん教室など、がん患者の

心と体を支援する体制を維持する。 

・ がん患者の病態に適切に対応し、より効果的ながん医療を提供するため、

専門的な知識及び技能を有する医療従事者の配置などの体制を充実させ

る（がん関連認定・専門資格者の育成・確保）。 

・ がんゲノム医療連携病院としての活動を継続する。 

・ 非血縁者間造血幹細胞移植認定施設として骨髄移植を継続する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

外来化学療法患者数（延べ） 4,500 人 

造血幹細胞移植数（同種＋自家） 15 件 

 

（脳卒中医療） 

・ 脳卒中センターを中心に県内の急性期脳卒中患者の受入れを積極的に行

う。 

・ 脳卒中ケアユニット(SCU)の運用を継続する。 

・ 脳卒中患者を引き続き積極的に受け入れる。 
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【目標】 

区 分 令和６年度 

脳卒中治療患者数 400 人 

 

・ 脳卒中センターを中心としたインターベンションを推進する。 

・ 脳卒中地域連携パスについては、さがんパス.net （ピカピカリンクのネ

ットワーク上で地域連携パスを運用する仕組み）を利用した電子パスを運

用し、引き続き他の計画等策定医療機関への展開を進める。 

 

（小児・周産期医療） 

・ 地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク分娩への対応、母体搬

送及び新生児搬送の受入れを積極的に行う。 

・ 地域における小児医療の拠点として、小児救急をはじめとする小児・周

産期医療を 24 時間提供する。 

・ 小児外科領域において、周辺医療機関のサポートを継続する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

小児外科手術数 180 件 

分娩数 165 件 

 

（感染症医療） 

・ エボラ出血熱等の一類感染症、中東呼吸器症候群（MERS）や鳥インフル

エンザ等の二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の国内発生に備えた

入院医療、院内感染対策等の体制を維持する。 

・ 感染症医療については、県、福岡検疫所（佐賀空港出張所）等と連携を

図り柔軟に対応する。 

 

（先進的な高度・専門医療） 

・ 手術用ロボットの安定的運用と継続的な活用を推進する。 

・ AI を活用した医療支援について検討する。 

・ がんゲノム医療連携病院としての活動を継続する。（再掲） 

 

（高度医療機器の計画的な更新・整備） 

・ 高度医療機器の更新・整備を計画的に行うとともに、適正な運用を継続

する。 
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② 信頼される医療の提供 

・ 患者や家族からの信頼を得て適切な医療を提供するため、EBM（Evidence-

Based Medicine：科学的根拠に基づく医療）及び VBM（Value-Based 

Medicine：価値に基づく医療）を推進する。 

・ 患者の意思を尊重し、患者及びその家族から信頼される医療を提供する

ため、引き続きインフォームド・コンセントを推進する。 

・ 入退院支援センターによる予定入院患者への介入を継続する。 

・ 地域医療連携センター及び相談支援センターが連携し、患者の速やかな

転退院を支援する。 

・ 入退院、医療費・医療扶助、がんなどに関する相談に適切に対応する。 

・ 性暴力被害者の相談に対して、性暴力救援センター・さが（さが mirai）

と協力して適切に対応する。 

・ ホームページに掲載している診療実績、クリニカル・インディケーター

（臨床指標）等の充実を図る。 

・ がん関連データ（がん登録データなど）を公表する。 

・ 認定看護師による「ストーマ外来」、「がん看護外来」の運用を継続する。 

・ 薬剤師による服薬指導及び退院指導を充実させて病棟での活動を継続す

る。 

・ 管理栄養士による栄養管理及び栄養指導を継続する。 

・ リハビリテーション技士による早期リハビリテーションを継続する。 

・  DPC 期間Ⅱに対応したクリニカルパス（電子カルテ上で運用）に改良し、

その運用を推進する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

クリニカルパス適用率 55％ 

 

・ 患者等が主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求めた場合に適切

に対応できるよう、セカンドオピニオン制度について館内掲示やパンフレ

ット作成などにより引き続き周知する。 

・ セカンドオピニオン外来を継続する。 

・ 患者の求めに応じたカルテ（診療録）・レセプト等医療情報の適切な開示

を行う。 

 

③ 安全・安心な医療の提供 

・ 医療安全チームによる館内ラウンド実施を継続する。 
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・ 職員の医療安全に対する知識の向上に努めるため、医療安全研修会を継

続する。 

・ 発生したインシデント及びアクシデントの報告並びに対策を引き続き徹

底する。 

・ 感染制御チームによる館内ラウンド実施を継続する。 

・ 感染対策の基本的な考え方及び具体的な対策等についての院内感染対策

研修会を引き続き開催する。 

・ 令和６年 7月に予定している日本医療機能評価機構による病院機能評価

を適切に受審し、更新を目指す。 

・ ISO15189（臨床検査室の品質と能力に関する国際規格）認定を維持する。 

 

④ 災害時における医療の提供 

・ 基幹災害拠点病院の機能を充分に発揮できるよう、災害時に必要な医療

物資等を備蓄するほか、優先納入契約の継続等、災害時医療体制の充実・

強化を図る。 

・ 災害時は患者を受け入れ、必要な医療の提供を行うとともに、患者が集

中する医療機関や救護所への医療従事者の応援派遣等の協力を行う。 

・ 災害医療に対応できる職員の養成を行う。 

・ 大規模事故や災害時には、県の要請等に基づき、災害派遣医療チーム

（DMAT）等を現地に派遣して医療支援活動を行う。 

・ 原子力災害発生時においては、原子力災害拠点病院として受入れ可能な

被ばく患者に、必要な医療を提供できるよう県と連携をとりながら体制を

確保する。 

・ 被ばく医療に携わる人材の育成、研修受講の推進、原子力災害訓練等に

積極的に参加すると共に機能整備の強化に取り組む。 

・ 新型コロナウイルス感染症など新興感染症等の感染拡大により、公衆衛

生上の重大な危機が発生又は発生しようとしている場合には、佐賀県と連

携し、対応する。 

 

⑤ 外国人患者に対応できる医療の提供 

・ 外国人患者に対応できる医療体制を堅持する。 

・ 外国人患者受入医療機関認証制度（JMIP）の認証を維持する。 

 

（２） 医療スタッフの確保・育成 

① 優秀なスタッフの確保・専門性の向上 

・ 診療能力の向上及び診療技術の習得に関する指導体制の整備や、複数の

大学等関係機関との連携により、優秀な医師の確保を図る。 

・ 専門医制度に適切に対応する。 
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・ 専門資格取得のための研修制度や助成制度等により、専門医、専門看護

師、認定看護師及び領域別専門資格の取得を推進する。 

・ 専門知識・技能向上のため、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等

の研修等を充実させ、資格の取得を推進する。 

 

【目標】 

区 分 
資格取得数 

（令和６年度） 

専門/認定看護師資格 １名 

専門/認定薬剤師資格 ２名 

認定検査技師資格 ４名 

専門/認定放射線技師資格 ２名 

認定ＭＥ資格 １名 

専門/認定療法士資格 １名 

管理栄養士関連資格 １名 

 

② 医療スタッフの育成 

・ 救急スタッフの育成を図るため、医師、臨床研修医、医学生、看護師、

看護学生、救急救命士等に対する救急医療の教育に取り組む。 

・ 教育研修プログラムの充実により教育研修体制を強化するとともに、臨

床研修医等を受け入れる。 

 

【目標】 

区 分 
研修回数 

（令和６年度） 

BLS 30 回/年 

ACLS 10 回/年 

PEARS ３回/年 

 

・ 看護師特定行為研修指定施設としての運用を継続する。 

・ 臨床研修病院として、臨床研修医確保のためにフレキシブルかつ魅力あ

る研修プログラムを策定する。 

・ JCEP（日本卒後臨床研修評価機構）の認定更新（２回目の更新）は、訪

問審査（書面審査伴う）となり、2024 年８月～10月に受審予定である。こ

のため、2023 年度は初回の訪問審査時に指摘されたものの完全には対応で

きていない問題点について、関係部署と協働で改善のための方略を検討す

る。 

・ 専門医制度の基幹型病院として、専攻医の獲得に努め教育体制を充実さ
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せる。 

・ シミュレーション機器を活用した教育・研修の充実を図る。 

・ 佐賀大学等、他の医療機関との連携を一層強化し、病院の活性化及び病

院職員、医療従事者としての専門性を高めるために人事交流を実施する。 

・ 看護学院等において看護師教育、実習を行う。また、実習指導者の育成

を強化する。 

・ 医療従事者養成機関から医師、薬剤師、看護師などを目指す実習生を受

け入れる。 

 

（３） 地域の医療機関との連携強化 

・ 地域医療支援病院として紹介・逆紹介を堅持するため、地域医療連携セ

ンターと入退院支援センターが連携し、周辺医療機関とよりシームレスな

顔の見える連携体制を構築・遂行する。 

・ がん治療において九州国際重粒子線がん治療センター（サガハイマット）

との連携を継続する。（再掲） 

・ 糖尿病コーディネーター及びがん地域連携パス・コーディネーターの活

動を継続する。 

・ 地域連携クリニカルパスを運用する。 

計８種：脳卒中、大腿骨頚部骨折、胃がん、大腸がん、肺がん、 

肝臓がん、食道がん、前立腺がん 

・ 令和６年度中に大腿骨近位部骨折地域連携クリニカルパスの電子パス運

用を開始するに当たって、内外への活用推進を図る。 

・ 地域の医療機関及び介護施設等に対し好生館の病院機能（スタッフ、設

備等）を紹介するとともに、相互連携、機能分担に積極的に取り組む。そ

の一助として、地域医療連携懇談会を開催する（年１回）。 

・ 地域連携強化のため医療機関を訪問し、紹介・逆紹介の増加を図る。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

紹介率 90％ 

逆紹介率 120％ 

 

・ 地域医療包括ケアシステム推進のため、介護施設等との連携を図る。 

・ 地域の医療機関との間で、ICT（情報通信技術）を利用し、医療情報の共

有化を図る。 

・ 佐賀県診療情報地域連携システム協議会事務局として、ピカピカリンク

の普及を引き続き推進する。 
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（４） 医療に関する調査・研究及び情報発信 

・ 研究倫理に関する講習会を開催する。 

・ 新しい医療の一環として、次の再生医療及び先進医療について取り組み

を推進する。 

（再生医療：整形外科） 

○ 高白血球多血小板血漿（LR-PRP）注射 

○ 自己たんぱく質溶解液（APS）注射 

（先進医療：眼科） 

○ 難治性ウイルス眼感染疾患に対する包括的迅速 PCR 診断 

・ 臨床試験、治験、共同研究等を推進する。 

・ がんゲノム医療を推進するための院内体制及びがんゲノム医療連携病院

として中核拠点病院との協力体制を維持する。 

・ 遺伝カウンセリング体制の整備を継続する。 

・ 連携大学院への協力を継続する。 

・ 院内及び佐賀県がん登録を推進し、好生館のみならず佐賀県がん対策の

進展に協力する。 

・ 病院の持つ専門的医療情報を基に、ホームページ等による疾病等や健康

（食を含む）に関する医療情報の発信及び普及に取り組む。 

・ 地域の医療関係者及び県民に広く好生館の診療内容などを知ってもらう

ための広報誌を作成し配布する。 

・ 県民公開講座を開催する。（年２回） 

 

２ 看護学院が担うべき看護教育及び質の向上 

 

●「令和４年度からの新カリキュラムに沿った教育の実施」 

 

新カリキュラム要点 

１．臨床判断能力の基盤強化 

２．多職種連携の強化 

３．地域で生活者を支援するという視点 

４．ICT 教育、コミュニケーション能力強化 

 

・ 新カリキュラムの要点を踏まえ、下記を実施する。 

●「臨床現場の専門性の高い講師による講義」 

助産学科・看護学科 

・ 専門・認定看護師等による専門分野の講義の継続と開拓を実施する。 

（要点１） 

●「現場実習担当者との連携強化」 
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助産学科 

・ リモートによる臨地実習の遠隔指導及び実習指導者への迅速な対応を行

う。（要点１） 

●「多職種との連携・協働を学ぶ方法の構築」 

助産学科 

・ 思春期から更年期まで、女性のﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに関わる専門職種からの講義を

継続する。（要点２） 

看護学科 

・ 病院の入退院支援・地域連携センターの見学実習を継続する。（要点２） 

・ 多職種での院内医療チームの目的と活動内容及び看護師の役割が理解で

きる臨地実習・講義を実施する。（要点２） 

●「地域で働く看護職の役割を理解するための教育の充実」 

助産学科 

・ 地域母子保健実習（保健所、子育て支援センター等）の継続と充実を図

る。（要点３） 

看護学科 

・ 市町村「地域包括支援センター」の役割等を理解するための講義・見学

実習を実施する。（要点３） 

●「自ら考え、行動できる学生を育てる教育方法の構築」 

助産学科 

・ OSCE（オスキー）による教育を継続する。（要点１・４） 

看護学科 

・ 学生の看護実践能力を高めるためのシミュレーション教育を実施する。

（要点１・４） 

・ 電子教科書の活用を定着させる。（１、２年生が使用）（要点４） 

・ VISUALEARN（ビジュラン：医学映像教育センター動画配信システム）を

講義・実技指導に活用する。（要点４） 

助産学科・看護学科 

・ 実習報告会、学校行事（一部）を学生が主体となり実施するための指導・

教育を強化する。（要点４） 

 

 

●「看護学科卒業生の県内就職率 80%以上を目指す」 

・ 看護学科卒業生の県内就職率 80％以上を目指し、進路指導を行う。 

 

●「国家試験の全員合格を目指し、国家試験対策を強化する」 

・ 国家試験の全員合格を目指すため、教員及び全学年からなる国家試験対

策委員を中心に試験対策の強化を図る。 
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３ 患者･県民サービスの一層の向上 

（１） 患者の利便性向上 

・ 入院/外来患者満足度調査等により患者ニーズを的確に把握し、患者の

利便性の向上を図る。 

 

【目標】患者満足度調査（５段階評価） 

区 分 令和６年度 

総合満足度（入院） 90％ 

総合満足度（外来） 90％ 

（「満足」+「やや満足」）の構成比 
 

・ 診療予約の推進等により待ち時間の短縮等を図ることを通して患者満足

度の向上に努める。 

・ 外来患者待ち時間を継続的に把握し、待ち時間の短縮を図る。 

 

（２） 職員の接遇向上 

・ 全職員を対象とした接遇研修を実施する。 

・ 接遇指導者による院内ラウンドを継続する。 

 

（３） ボランティアとの協働 

・ ボランティアを積極的に受け入れ、職員と連携をとりながら患者サービ

スの向上に取り組む。 

・ ボランティアの活動が円滑に行われるよう支援する。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 業務の改善・効率化 

（１） 適切かつ効率的な業務運営 

・ 地方独立行政法人のメリットを活かして医療需要の変化に迅速に対応し、

病院の組織体制、診療内容等の見直しを行い、効果的、効率的な業務運営

に努める。 

・ 文書管理システムによる文書管理体制を継続する。 

・ 業務執行におけるコンプライアンスを徹底するため、意識啓発のための

取組を定期的・継続的に実施する。 

・ コンプライアンスの徹底、患者・家族への誠実かつ公平な対応、個人情

報の保護等に努める。 

・ 業務の適正かつ能率的な執行を図るため、内部監査を年１回以上実施す

るとともに、職員からの相談機能を維持する。 
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（２） 事務部門の専門性向上 

・ 業務の継続的な見直し、ICT の活用等により、事務部門の効率化を図る。 

・ 診療情報管理士や簿記等の専門資格の取得及び研修の充実により、事務

職員の資質向上を図る。 

・ 職員研修の充実等（階層別研修の導入等）により専門的知識の習得を促

進する。 

・ 学会等での事務職員の発表及び参加を促進する。 

 

（３） 職員の勤務環境の改善 

・ 医師に対する時間外労働上限規制の適用を踏まえ、勤怠管理システムを

用いて職員の労働時間管理を適切に行う。 

・ 出産や子育て、介護と仕事を両立させる職員への支援制度の充実と職員

への説明、からだ・こころの相談窓口でのメンタルケア等により、職員が

仕事に誇りを持ち、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確

保できるよう、支援する。 

・ 医師・看護師・医療従事者等の働き方改革委員会を中心に職員の働き方

改革を推進する。 

・ ハラスメント研修を実施し、ハラスメントの防止に取り組む。 

・ 職員を対象に業績や能力を適正に評価する人事評価制度を円滑に運用す

る。 

・ 出産・育児などで職場を離れた医療従事者の職場復帰の支援を継続する。 

・ 家族の介護や子育て等を行う職員を積極的に支援するとともに、風通し

の良い勤務環境の構築をめざし、職員満足度調査を実施し、点検、改善、

評価を行う。 

・ 佐賀県医療勤務環境改善支援センターの活動運営に協力する。 

・ 改正医療法等に伴う医師の時間外労働上限規制、健康確保措置などに対

応するため、医師業務のタスクシフト・タスクシェア等に取り組み、医師

の働き方改革の推進に適切に対応する。 

 

２ 経営基盤の安定化 

（１） 収益の確保 

・ 新入院患者確保のための活動に注力する。 

・ 令和６年度診療報酬改定を踏まえて、適切に対応できる体制を整える。 

・ 保険診療委員会が主体となり、診療報酬請求のチェック体制を強化し、

請求漏れや減点の防止を図る。 
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【目標】 

区 分 令和６年度 

査定率（入院） 0.38％ 

査定率（外来） 0.38％ 

 

・ 限度額認定などの公的制度の活用により未収金の発生を未然に防止する

とともに、未収金が発生した場合は、電話・文書督促・臨戸訪問・外部機

関の活用などの多様な方法により早期回収を図る。 

・ 病床利用率、病床稼働率、DPC 期間Ⅱ超率を下記の通り設定し、医療環

境の変化に適切に対応しながら収益の確保に努める。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

病床利用率 78.3％ 

病床稼働率 87.0％ 

DPC 期間Ⅱ超率 30％未満 

 

・ 費用節減のための具体策を検討し、人件費、薬剤費、材料費等の医業収

益に占める目標値を年度ごとに設定し実行する。 

 

【目標】 

区 分 令和６年度 

人件費率 50.0％ 

薬剤費率 17.5％ 

材料費率（薬剤除く） 11.6％ 

 

・ 薬事委員会において、薬剤ごとに供給状況（量及び流通の安定性）、安全

性、有効性等についての確認を行い、後発医薬品（バイオシミラーを含む）

の導入を推進する。 

・ 検査試薬を含め、材料費等の節減を図る。 

・ 医療機器購入にあたっては、ベンチマーク等を活用し適正価格での購入

を図り、費用削減に努める。 

・ 委託業務の内容を精査し、委託費の適正化に取り組む。 
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・ 職員全員の経営意識の向上を図るため、職員間での経営情報の共有を進

めるとともに、職員のコストに対する意識向上、各職場でのコストダウン

に取り組む。 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

「第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」

で定めた計画を確実に実施することにより、業務運営の改善及び効率化を進め、安

定的な経営に取り組む。 

 

１ 予算 

２ 収支計画  （別紙参照） 

３ 資金計画 

（令和６年度） 

 

 

第９ その他地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館の業務運営並びに財務及び

会計に関する規則（平成 22年佐賀県規則第５号）で定める業務運営に関する事項 

 

１ 県との連携 

・ 地域医療構想の具体化・実現化など、県が進める医療行政に積極的に協力す

る。 

・ 担当する組織を定め、県が推進する身近な医療の提供体制構築に協力する。 

 

２ 地方債償還に対する負担 

・ 施設・設備整備等に係る地方債について、毎年度確実に負担する。 

 

３ 病院施設の在り方 

・ 第３期中期計画時に策定した増築基本計画に基づき、増築等整備を着実に推

進する。 

（令和６年度予定） 

〇 増築等整備に係る電気設備及び機械設備工事発注 

〇 増築工事着手 

 

４ 施設及び設備に関する事項 

・ 医療機能の充実を目的とした高度医療機器等の更新・整備を計画的に行う。 



【Ｒ６年度計画】
予算(令和６年度） 収支計画(令和６年度） 資金計画(令和６年度）

(千円） (千円） (千円）
金額 金額 金額

 収入 21,526,868  収益の部 20,156,810  資金収入 25,234,350
営業収益 19,096,759 営業収益 19,983,482 業務活動による収入 19,270,087

医業収益 17,696,632 医業収益 17,696,632 診療業務による収入 17,696,632
運営費負担金収益 1,004,553 運営費負担金収益 1,004,553 運営費負担金による収入 1,253,043
補助金等収益 108,711 資産見返補助金等戻入 881,307 補助金等収入 108,764
受託収益 57,376 補助金等収益 108,711 その他の業務活動による収入 211,648
看護師等養成所収益 64,599 受託収益 57,376 投資活動による収入 746,781
運営費負担金収益（学院） 164,888 看護師等養成所収益 64,599 運営費負担金による収入 745,581

営業外収益 173,328 運営費負担金収益（学院） 170,304 その他の投資活動による収入 1,200
運営費負担金収益 83,655 営業外収益 173,328 財務活動による収入 1,510,000
その他営業外収益 89,673 運営費負担金収益 83,655 長期借入による収入 1,510,000

資本収入 2,256,781 その他営業外収益 89,673 その他の財務活動による収入 0
運営費負担金収益 745,581 臨時収益 0 前年度からの繰越金 3,707,482
長期借入金 1,510,000  費用の部 20,155,626  資金支出 25,234,350
その他資本収入 1,200 営業費用 19,967,451 業務活動による支出 18,381,291

その他の収入 0 医業費用 18,656,600 給与費支出 8,861,728

 支出 21,953,354 給与費 7,954,240 材料費支出 6,137,391
営業費用 18,193,116 材料費 6,137,391 その他の業務活動による支出 3,382,172

医業費用 17,074,115 減価償却費 1,559,624 投資活動による支出 2,102,390
給与費 7,934,240 研究研修費 118,840 有形固定資産の取得による支出 2,096,990

材料費 6,137,391 経費 2,886,505 その他の投資活動による支出 5,400

研究研修費 118,840 243,395 財務活動による支出 1,469,673
経費 2,883,644 一般管理費 929,743 長期借入金の返済による支出 1,439,787

215,994 137,713
移行前地方債償還債務の償
還による支出 29,886

一般管理費 903,007 営業外費用 167,313 その他の財務活動による支出 0
営業外費用 167,313 臨時損失 20,862 次年度への繰越金 3,280,996
臨時損失 20,862 1,184 (注）・建設改良費及び長期借入金の償還金（元金）

資本支出 3,572,063 (注）・建設改良費及び長期借入金の償還金（元金） 　 　　に充当される運営費負担金については、

建設改良費 2,096,990 　 　　に充当される運営費負担金については、  　　　経常費助成のための運営費負担金とする。

長期借入金償還金 1,469,673  　　　経常費助成のための運営費負担金とする。 　　 ・資金計画：現金の収入、支出を業務、投資、

貸付金 5,400 　　 ・収支計画：企業会計の損益計算書に該当するもの。      　財務の活動区分別に表したもの。

(注）・建設改良費及び長期借入金の償還金（元金）   　   (収益的収支について発生主義に基づき作成する。）

　 　　に充当される運営費負担金については、

 　　　経常費助成のための運営費負担金とする。

　 　・予算：県会計の収支予算に該当するもの。(収益的収支、

       資本的収支をあわせて発生主義に基づき作成する。）

純利益（純損失）

区分 区分 区分

看護師等養成所費用

看護師等養成所費用
資産にかかる控除対象外消費
税等償却
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